
別記第3号様式(第3条関係)

　契約の名称　 令和8年度戸籍電算システムクラウドサービス利用

　履行場所　 聖籠町役場　町民課が指定する場所

　履行期間 令和９年３月３１日まで

円 円

円 円

令和ー年ー月ー日 午前ー時ー分

本件は、既発注の戸籍電算システム機器借上契約で借上げる機器に最適化した戸籍の異動処理や証明
書発行等を行うクラウドサービス利用契約であり、富士フィルムシステムサービス株式会社公共事業
本部首都圏支店が提供を行っている戸籍電算システム機器と関連するクラウドサービスであります。
そのため、本件は戸籍電算システム機器の連携と密接不可分の関係にあり、同一の者以外では責任区
分が不明確になり、また、故障発生時の原因究明・故障修理などの対処が困難であり、業務の履行を
達成できないことから 富士フィルムシステムサービス株式会社公共事業本部首都圏支店と聖籠町財務
規則第141条第３項及び地方自治法施行令第167条の２第１項第６号の規定に基づき一者随意契約とす
るものです。

上　記　見　積　者　を　指　名　し　た　理　由

備考　当該金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が法律上の契約金額である。

　見積日時

以下余白

見積額 記事 入札者

6,671,940円 契約の相手方に決定 富士フイルムシステムサービス㈱公共事業本部　首都圏支店

見積書比較
予定価格

見積書比較
制限価格

見積結果表(随意契約)

予定価格 制限価格6,671,940

6,065,400



別記第4号様式(第3条関係)

　

　契約の名称 令和8年度戸籍電算システムクラウドサービス利用

　履行場所 聖籠町役場　町民課が指定する場所

　種　　別 借上

契約の概要

　契約の相手方

住　所 東京都板橋区坂下一丁目19番1号

商号又は名称 富士フイルムシステムサービス㈱公共事業本部　首都圏支店

　履行期間　(自)　 令和８年４月１日

　　　　　　(至)　 令和９年３月３１日

　契約金額 6,671,940円

契　約　締　結　結　果　表

戸籍の異動処理や証明書発行等を行うクラウドサービス利用契約


